
○奈良県警察に勤務する地方警務官の勤務時間、休暇等に関する訓令

（平成23年６月28日本部訓令第12号）

（趣旨）

第１条 この訓令は、地方警務官の勤務時間、休暇等についての委任に関する訓令（平

成６年警察庁訓令第14号）に基づき、奈良県警察に勤務する地方警務官（以下「地方

警務官」という。）の勤務時間、休暇等について必要な事項を定めるものとする。

（週休日及び勤務時間等）

第２条 地方警務官の週休日は、日曜日及び土曜日とする。

２ 地方警察官の勤務時間等は、次の表のとおりとする。

勤務開始時刻 勤務終了時刻 勤務時間 休憩時間

午前８時30分 午後５時15分 ７時間45分 午後０時から午後１時まで

３ 警察本部長は、必要があるときは、前項に規定する勤務開始時刻、勤務終了時刻及

び休憩時間を変更することができる。

（勤務時間、休暇等の手続等）

第３条 地方警務官の勤務時間、休暇等の手続等については、警察庁職員の服務に関す

る訓令（昭和34年警察庁訓令第４号）の規定の例による。

（様式の種別）

第４条 地方警務官の勤務時間、休暇等について使用する様式は、次のとおりとする。

出勤簿（別記様式第１号）

休暇簿（年次休暇用）（別記様式第２号）

休暇簿（病気休暇用）（別記様式第３号）

休暇簿（特別休暇用）（別記様式第４号）

週休日の振替・４時間の勤務時間の割振り変更簿（別記様式第５号）

代休日指定簿（別記様式第６号）

附 則

この訓令は、平成２３年７月１日から施行する。
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認



別記様式第５号（第４条関係）

年 所 属 氏 名

週休日の振替・４時間の勤務時間の割振り変更簿

週休日に変更した日
勤務することを命 勤務すること

又は４時間の勤務時 管理官・
本部長 ずる日 を命ずること

間を割り振らない日 本人印 副 署 長 備 考
の 印 勤務時間・ となった日の

割振り変更後 等 の 印
休憩時間 勤務の内容

の勤務時間

年 月 日 年 月 日
（ 曜日） （ 曜日）

（ （
） ）

年 月 日 年 月 日
（ 曜日） （ 曜日）

（ （
） ）

年 月 日 年 月 日
（ 曜日） （ 曜日）

（ （
） ）

年 月 日 年 月 日
（ 曜日） （ 曜日）

（ （
） ）

年 月 日 年 月 日
（ 曜日） （ 曜日）

（ （
） ）

年 月 日 年 月 日
（ 曜日） （ 曜日）

（ （
） ）

年 月 日 年 月 日
（ 曜日） （ 曜日）

（ （
） ）



別記様式第６号（第４条関係）

代 休 日 指 定 簿

所 属

氏 名

１ 勤務を命じた休日及び当該休日の全勤務時間

・ 年 月 日

： ～ ： ： ～ ：

・勤務時間数 時間 分

２ 職員の意向「代休日の指定を希望しない旨を申し出ないこと」

本 人 印

３ 代休日及び当該代休日の正規の勤務時間

・ 年 月 日

： ～ ： ： ～ ：

・勤務時間数 時間 分


